
 

大口社協居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

（愛知県指定 第２３７５３０００３１号） 

 

 事業所は、契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の

概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説

明します。 

 

＊当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方

が対象となりますが、要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は

可能です。 
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１.事 業 者 

(１) 事業者名    社会福祉法人 大口町社会福祉協議会 

(２) 所 在 地    愛知県丹羽郡大口町伝右一丁目３５番地 

(３) 電話番号    ０５８７－９４－００６０ 

ＦＡＸ     ０５８７－９４－００５９ 

(４) 代表者氏名   大 森  滋 

(５) 設立年月日   昭和６２年 ７月 １日 

 

２.事業所の概要 

(１) 事業所の種類  指定居宅介護支援事業所 

(２) 事業の目的   指定居宅介護支援は介護保険法令に従い、契約者（利用者）が居宅に

おいて、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むこ

とができるように支援することを目的としてサービスを提供します。 

(３) 事業所の名称  大口社協居宅介護支援事業所 

平成１１年８月３１日指定 

愛知県指定第２３７５３０００３１号 

(４) 事業所の所在地 愛知県丹羽郡大口町伝右一丁目3 5番地 

(５) 電話番号    ０５８７－９４－００６０ 

ＦＡＸ     ０５８７－９４－００５９ 

(６) 管理者氏名   山 本  孝 広 

(７) 事業所の運営方針 

ア． 大口社協居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえ

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行いま

す。 

イ． 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向

を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ

効率的に提供されるよう配慮して行います。 

ウ． 事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、特定の種類または特定

の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。 

エ． 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター他の指定居宅サービ

ス事業所、介護保険施設等との連携に努めます。 

(８) 開設年月日     平成１２年４月１日 

(９) 事業者が行っている他の事業 

[通所介護事業]  平成１２年２月２９日指定 愛知県２３７５３００１８９号 

ミニデイサービスセンター 平成３０年４月１日指定 ２３７５３００１８９号 

[訪問介護事業]  平成１１年９月２８日指定 愛知県２３７５３０００５６号 

[社会福祉事業全般] 
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(１０) 通常の事業の実施地域  大口町全域 

(１１) 営業日及び営業時間 

ア．営  業  日   月曜日から金曜日まで 

但し、国民の休日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）

に規定する休日、及び１２月２９日から翌月１月３日までを

除きます。 

イ．受 付 時 間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

ウ．サービス提供時間帯 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

３．職員の体制 

＜主な職員の配置状況＞ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

従業員の職種 員数 

区分 
常勤換算

後の員数 

従業者の

指定基準 
常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 兼 

介護支援専門員 
１  １   １ １ 

介護支援専門員 １ １   
 

 
１ １ 

 

４．事業所が提供するサービス 

居宅サービス計画

の作成・変更 

利用者や家族に面会し利用者の状況、環境等を理解し課題を把握して計

画書を作成する。利用者や家族が計画の変更を希望し、事業者は変更が

必要と判断した場合は計画を変更する。 

サービス事業者 

との連絡、調整 

利用者がサービス事業所の見学を希望した場合の調整や、利用者や家族

の意向を伝えたり、契約や担当者会議の調整を行う。 

サービス実施状況

の把握・評価 

サービス事業所より毎月、利用状況の報告書を提出してもらい状況を把

握する。利用者の意向を伺い有効性を評価する。 

利用者状況の把握 
介護支援専門員が月に１回以上訪問し、利用者の状況や意向を把握し記

録する。 

給付管理 
毎月、利用実績を記録して給付管理票を作成し国民健康保険団体連合会

へ提出する。 

介護認定申請 

に対する援助 

介護保険を継続利用する為に更新申請の手続きを行う。状態が変化した

場合は、状態に合ったサービスが受けられるように変更申請を行う。 

介護保険施設 

の紹介 

利用者が自分で日常生活が困難になったと認められる場合または、利用

者が施設入所を希望する場合は介護保険施設を紹介し、その他の便宜を

提供する。 
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５．居宅介護支援業務の流れ 

①  事業所等に介護支援専門員(ケアマネジャー)を依頼する。 

②  居宅介護支援事業所と契約を締結する 

③  介護支援専門員(ケアマネジャー)が自宅訪問し利用者の解決すべき課題を把握する。 

(アセスメント) 

④  介護支援専門員(ケアマネジャー)が地域のサービス事業者を複数紹介し、利用者に選ん

でもらう。 

⑤  介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(原案)を作成し、利用者に説明し

同意をもらう。 

⑥  利用者とサービス事業所との調整を行い、契約やサービス担当者会議を行う。 

⑦  サービス利用開始 

⑧  利用者や家族と月１回以上面会し、利用者の状況や意向を把握する。(モニタリング) 

⑨  サービス事業所から毎月、利用状況を報告してもらい有効性を評価する。 

⑩  毎月、利用実績を記録して給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会へ提出する。 

⑪  利用者より計画の変更を希望される場合、必要に応じて計画の変更を行う。 

 

６．守秘義務と個人情報の保護 

(１) 事業所はサービスを提供する上で知り得た利用者及び家族の情報を、正当な理由なく第 

三者に漏洩しません。この守秘義務は契約終了後においても継続します。 

(２) 事業所は従業者に、従業者でなくなった後においても、守秘義務を保持するべき旨を 

雇用契約の内容とします。 

 (３) 事業所は予め同意を得ない限り利用者及び家族の情報を用いません。 

(４) 事業所は利用者及び家族の情報が含まれる記録物は注意を持って管理し、処分の際も 

第三者への漏洩を防止するものとします。 

 (５) 事業所が管理する情報は利用者の求めに応じて、その内容を開示します。情報の訂正、 

追加、削除を求められた場合は遅滞なく調査を行い、訂正を行うものとします。 

 (６) 守秘義務に違反し利用者に損害が生じた場合は、賠償責任を負うものとします。 

 

７．介護支援専門員(ケアマネジャー)の交替「契約書第７条参照」 

(１) 介護支援事業所からの介護支援員の交替 

事業所の都合により介護支援専門員を交替することがあります。交替する場合は、契約

者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

(２) 契約者からの交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不

適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して介護

支援専門員の交替を申し出ることができます。 
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８．利用料金と加算 

  居宅介護支援の料金は通常の場合、介護保険から全額給付されますので利用者負担は 

 ありません。ただし、介護保険料を滞納している場合は滞納期間によって負担金が生じます。 

※大口町は地域区分７級地で居宅介護支援は１単位１０．２１円です。(小数点以下切り捨て) 

        要介護区分 

取扱い件数 
要介護１・２ 要介護３・４・５ 

介護支援専門員１人当たりの 

利用者数が４５人未満 

１，０８６単位／月 

(１１，０８８円) 

１，４１１単位／月 

(１４，４０６円) 
 

加算の種類 加算額 算定要件 

初回加算 ３,０６３円 
新規にサービス計画書を作成する場合、要介護状態

が２区分以上変更された為、計画書を作成する場合 

入院時情報連携加算(Ⅰ) ２,５５２円 
利用者が入院日に情報提供する 

営業日以外の日に入院した場合は翌日を含む 

入院時情報連携加算(Ⅱ) ２,０４２円 利用者が入院した翌々日までに情報提供する 

退院・退所加算 

(連携１回) 

４,５９４円 

６,１２６円 

カンファレンス参加無し 

カンファレンス参加有り 

退院・退所加算 

(連携２回) 

６,１２６円 

７,６５７円 

カンファレンス参加無し 

カンファレンス参加有り 

退院・退所加算 

(連携３回) 

６,１２６円 

９,１８９円 

カンファレンス参加無し 

カンファレンス参加有り 

緊急時 

カンファレンス加算 
２,０４２円 

病院または診療所の求めにより当該病院または診

療所の医師または看護師と共に訪問し、カンファレ

ンスを行い必要に応じて居宅サービスに関する調

整を行った場合 

通院時情報連携加算 ５１０円 

１月１回を限度に利用者が医師又は歯科医師の診

察を受ける際に同席し、心身の状況や生活環境等必

要な情報提供を行い、計画書を作成した場合 

 看取り期における利用者の退院時等に、モニタリングやサービス担当者会議で必要なケアマ

ネジメント業務、給付管理のため準備が行われた場合、基本報酬の算定をします。 

 

９．サービスの利用に関する留意事項 

(１) 利用者は計画書に位置付ける居宅サービス事業者について、複数の事業所の紹介を求 

   めることができます。また計画書に位置付けた理由を求めることができます。 

(２) 事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用

状況は下記のとおり。 

① 前６月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、 

福祉用具貸与の各サービスの利用割合 

サービス 利用割合 サービス 利用割合 

訪問介護 ３０．９％ 通所介護 ５９．５％ 

地域密着型通所介護 ０％ 福祉用具貸与 ６８．２％ 
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② 前６月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、 

福祉用具貸与のサービス毎に、同一事業者によって提供された割合 

訪問介護 

大口社協訪問介護事業所 ７０．９％ 

Ｋライン・ヘルパーステーション大口 １４．６％ 

訪問介護ＡＲＡＲＡ ５．８％ 

通所介護 

大口社協デイサービスセンター ２５．３％ 

デイサービスセンター御桜乃里 ２３．２％ 

大口一期一会デイサービスセンター １８．７％ 

地域密着型通所介護  ０％ 

福祉用具貸与 

（株）五月商店 ２５．６％ 

（有）どんぐり １９．４％ 

メイコー医療（株） １５．４％ 

(３) 利用者が入院された時は、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)の氏名、事業所名等

を、入院先医療機関へ伝えていただきますようお願い致します。 

 

（４）事業継続に向けた取り組み 

  事業所は非常災害や感染症の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施

するため、早期の事業再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、必要な措置を講じ

ます。 

（５）虐待防止への対策 

  事業所は利用者が他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健

康、生活が損なわれることのないように、虐待に関する正しい知識を持って適切な防止策を

講じます。 

虐待防止を検討する委員会を定期的に開催し、その結果は事業所内で周知徹底します。 

（６）身体拘束の適正化のための措置 

  事業所は利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束による精神的、身体的な機能を奪う危

険があるため、身体拘束等に関する正しい知識を持って適切な防止策を講じます。 

身体拘束等に関する委員会を定期的に開催し、その結果は事業所内で周知徹底します。 

（７）感染症対策について 

  事業所は感染症の発生及びまん延しないように、また利用者・家族及び職員の安全の確保

を講じます。 

感染症の予防及びまん延の防止に関する委員会を定期的に開催し、その結果について事業

所内で周知徹底します。 

職員の定期的な健康診断の継続、事業所内の設備、備品等の衛生管理に努めます。 

（８）ハラスメントの防止「契約書第１７条参照」 

 事業所はサービス提供中に優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲

を超える行為等に対し、介護現場で働く職員の安全確保と、安心して働き続けられる労働環

境を築けるよう、ハラスメントの防止に向けて取り組みます。 

① 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 
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② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめる行為 

③ 性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

利用者及び家族等から故意に暴力等の法令違反、その他著しく常識を逸脱した場合は、 

サービス利用契約を解除します。 

 

１０．事故発生時の対応 

居宅介護支援業務中に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡すると共に 

必要な措置を講じます。事業所が賠償すべき事故については損害賠償を速やかに行います。

ただし、事業所に故意又は過失が認められない場合は、損害賠償責任を負いません。 

尚、事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。 

会社名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

保険名 賠償責任保険 

 

１１．苦情の受付について（契約書第１９条参照） 

（１）事業所に対する苦情や相談は以下の専用窓口で受付けます。 

苦情受付窓口（担当者）  山 本  孝 広 

苦情解決責任者(事務局長) 三 輪  典 幸 

受 付 時 間      月曜日から金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分

（２）行政機関その他苦情受付機関 

大口町役場 長寿ふくし課 

所在地   大口町伝右一丁目３５番地 

電話番号  ０５８７-９４-００５１ ＦＡＸ ０５８７－９４－００５２ 

受付時間  月曜日から金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

（土曜日、祝日、１２月２９日～１月３日は除く） 

国民健康保険団体連合会 介護福祉室 

所在地   名古屋市東区泉一丁日６番地５ 

電話番号  ０５２-９７１-４１６５ ＦＡＸ ０５２－９６２－８８７０ 

受付時間  月曜日から金曜日 午前９時～午後５時 

（１２時～１３時、土曜日、祝日、１２月２９日～１月３日は除く） 

(３) 第三者委員 

本事業では地域にお住まいの以下の方を第三者委員に選任し地域住民の立場から本 

事業のサービスに対するご意見などを頂いています。利用者は本事業への苦情やご意 

見は「第三者委員」に相談することもできます。 

氏 名 連 絡 先 電 話 

笹 山 恵 子 大口町新宮一丁目５１番地 ９５－２９６０ 

原 幸 子 大口町さつきケ丘二丁目３０６番地 ９５－４７４７ 
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令和  年  月  日   

 

指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を 

行いました。 

   大口社協居宅介護支援事業所    氏 名              ○印  

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、居宅介護支援サービスの 

提供開始に同意しました。 

 

契約者   住 所 大口町                  

 

 

氏 名                    ㊞ 

 

 

代筆者   住 所                      

 

 

氏 名                    ㊞ 

 

( 契約者との続柄          ) 

 

代理人   住 所                      

 

 

氏 名                    ㊞ 

 

( 契約者との続柄          ) 


